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　７月号では、排煙設備及び非常用の照明装置にお
ける自家発電設備の具体的な検査・点検内容が記さ
れている「建築設備の定期検査報告における検査及
び定期点検における項目、事項、方法及び結果の判
定基準」（平成20年国土交通省告示第285号）の内容
についてご紹介します。
　なお、自家発電設備を建築基準法では「自家用発
電装置」と呼称しておりますが、本稿では消防法で
も用いられている「自家発電設備」に統一しました。

　　　　　　　　　　当該告示において、自家
発電設備の検査事項は

具体的にどういったものになりますか。

当該告示の別表第２「排煙
設備」並びに別表第３「非

常用の照明装置」において、検査事項として発電機
室の防火区画等の状況、発電機及び原動機の状況、
或いは絶縁状況や始動状況などについて、目視や触
診、あるいは計測器を用いて検査することとされて
おります。（表２参照）

　　　　　　　　　　建築基準法、消防法又は
電気事業法の保安規程

に基づき定められた点検等の基準において、重
複した定期検査・点検項目がある場合でも、検
査事項についてそれぞれの法令による点検等
を行う必要があるのでしょうか。
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平成30年に当該告示が改正
され、建築基準法における

建築設備の点検等において、他法令で重複した定期
検査・点検項目がある場合は、免除することができ
る合理化が図られました。
　具体的には、建築設備の定期検査・報告の項目に
ついて、日頃から点検等が実施されているか、又は
他法令において、建築基準法における定期検査等と
同等の方法により点検等が実施されている場合は、
自主点検の記録や他法令に基づく点検等の記録を活
用することにより、当該項目の点検等を免除するも
のです。

　　　　　　　　　　この改正により、排煙設
備、非常用の照明装置

の予備電源として設置される非常用の自家発
電設備の点検等では、どの様な項目が具体的に
免除できることになったのですか。

消防法の告示基準又は電気
事業法の保安規程におい

て、建築基準法における定期検査等と同等の方法に
より点検等が実施されている場合、その点検等の記
録を確認することにより、表１に示す項目の検査等
が免除できることになっております。
　この具体的内容について、排煙設備を例に次ペー
ジの表２に示します。
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この記事は当該内発協ニュース発行時の内容です。個別の運用に関しては所轄行政機関に確認してください。

表１　�非常用の自家発電設備の定期検査・点検の項目において、消防法又は電気事業法に係る点検等が
行われることにより免除できるもの

建築設備 消防法によるもの 電気事業法よるもの

別表第二
排煙設備

４項（３）から（８）まで及び（10）から（17）
まで

４項（３）から（８）まで、（12）及び（15）
から（17）まで

別表第三
非常用の照明装置

６項（３）から（８）まで及び（10）から（17）
まで

６項（３）から（８）まで、（12）及び（15）
から（17）まで
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この記事は当該内発協ニュース発行時の内容です。個別の運用に関しては所轄行政機関に確認してください。

表２　排煙設備に設置される自家発電設備の検査等の項目のうち免除できるもの

※．�○は消防法又は電気事業法（電事法）に基づき類似の点検等が実施されている場合、その記録の確認により検査（点検）を免
除できる項目を示す。

消防法 電事法 （い）検査項目 （ろ）検査事項 （は）検査方法 （に）判定基準

― ― ４
予
備
電
源

（１） 自
家
用
発
電
装
置

自家用発電
装置等の状
況

自家用発電機室
の防火区画等の
貫通措置の状況

目視により確認
する。

令第112条第14項若しくは第15項又は令第129
条の２の５第１項第７号の規定に適合しない
こと。

― ― （２） 発電機の発電容
量

予備電源の容量
を確認する。

自家用発電装置の出力容量が少なく、防災設
備を30分以上運転できないこと。

○ ○ （３） 発電機及び原動
機の状況

目視又は触診に
より確認する。

端子部の締め付けが堅固でないこと、計器若
しくは制御盤の表示ランプ等に破損があるこ
と又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油
漏れ等があること。

○ ○ （４） 燃料油、潤滑油
及び冷却水の状
況

目視により確認
する。

燃料タンク若しくは冷却水槽の貯蔵量が少な
く30分以上運転できないこと又は潤滑油が機
器に表示された適正な範囲内にないこと。

○ ○ （５） 始動用空気槽の
圧力

圧力計を目視に
より確認すると
ともに、聴診に
より確認する。

空気槽の自動充気圧力が、高圧側で2.2～2.9
ＭPa、低圧側で0.7～1.0MPaに維持されてい
ないこと又は圧力が低下しても警報を発しな
いこと。

○ ○ （６） セル始動用蓄電
池及び電気ケー
ブルの接続の状
況

目視により確認
するとともに、
蓄電池電圧を電
圧計により測定
する。

電圧が定格電圧以下であること、電解液量が
機器に表示された適正量より少ないこと又は
電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等が
あること。

○ ○ （７） 燃料及び冷却水
の漏洩の状況

目視により確認
する。

配管の接続部等に漏洩等があること。

○ ○ （８） 計器類及びラン
プ類の指示及び
点灯の状況

目視により確認
する。

発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ
等に指示不良若しくは損傷があること又は運
転表示ランプ類が点灯しないこと。

― ― （９） 自家用発電装置
の取付けの状況

目視又は触診に
より確認する。

基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著し
い腐食、損傷等があること。

○ ― （10） 自家用発電機室
の給排気の状況
（屋内に設置さ
れている場合に
限る。）

室内の温度を温
度計により測定
するとともに作
動の状況を確認
する。

給排気が十分でなく室内温度が摂氏40℃を超
えていること又は給排気ファンが単独で若し
くは発電機と連動して運転できないこと。

○ ― （11） 接地線の接続の
状況

目視により確認
する。

接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。

○ ○ （12） 絶縁抵抗 絶縁抵抗計によ
り測定する。

測定結果が電気設備に関する技術基準を定め
る省令（平成９年通商産業省令第52号）第58
条の規定値を下回っていること。

○ ― （13） 自家用発電
装置の性能

電源の切替えの
状況

作動の状況を確
認する。

予備電源への切替えができないこと。

○ ― （14） 始動の状況 作動の状況を確
認する。

空気始動及びセル始動により作動しないこと
又は電圧が始動から40秒以内に確立しないこ
と。

○ ○ （15） 運転の状況 目視、聴診又は
触診により確認
する。

運転中に異常な音、異常な振動等があること。

○ ○ （16） 排気の状況 目視により確認
する。

排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等によ
る排気漏れがあること。

○ ○ （17） コンプレッサー、
燃料ポンプ、冷
却水ポンプ等の
補機類の作動の
状況

作動の状況を確
認する。

運転中に異常な音又は異常な振動があること。
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